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がん医療に対する患者・ご家族の不安と、信頼できるがん情報提供の要望

「がん対策推進アクションプラン2005」 （平成17年8月）
国民・患者のがん医療に対する不安や不満の解消を推進するとともに、現場のがん医
療水準の向上と均てん化を図るため、がん対策に係る「がん情報提供ネットワーク」の構
築を推進。

「がん対策基本法」（平成18年6月成立．平成19年4月施行）
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「がん対策推進基本計画」 （平成19年6月 閣議決定）

がん患者の声から生まれたがん対策

相談支援センター（がん診療連携拠点病院に設置 平成18年8月～）
がん対策情報センター（国立がんセンターに開設 平成18年10月）

「がん対策推進基本計画」 （平成24年6月 閣議決定）

「がん対策推進基本計画」 （平成30年3月 閣議決定）

「改正がん対策基本法」
（平成28年12月成立） 2
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構造

structure

• 医療従事
者の員数

• 医療設備

• など

過程

process

• 診断の妥当性

• 治療の適切性
など

結果

outcom

• 状態の変化

• 生活の質

• 患者満足度
など
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医療の質 ドナベディアンモデル



良い指標とは

SMART
•S ：Specific 明確

•M ：Measurable 測定可能

•A ：Attainable 達成可能

•R ：Relevant 現実に意義のある

•T ：Timed 時間設定がある

6



がん対策推進基本計画の構成

1. 全体目標
2. 分野別施策と個別目標
 現状・課題→取り組むべき施策→個別目標

3. がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

第81回（2022/9/5）がん対策推進協議会資料より一部改変
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 これまでの策定順序
現状把握→課題抽出→取り組むべき施策→個別目標
 個別目標と全体目標のつながりが不明確



第３期基本計画中間評価において指摘された以下の課題を克服するため、第４期
基本計画ではロジックモデルを活用し、計画本文と評価指標を併せて議論・策定
することとしてはどうか。

（第３期基本計画中間評価報告書より抜粋）
• 第４期の基本計画では、それらの中間評価指標を検討するとともに、新たに指

標を設定する場合には、施策が行われる前の数値を明確にしておくことが望ま
しい。

• 第３期の基本計画では、計画策定時に評価指標は決定しておらず、目標への
達成状況について評価が困難な施策があったため、第４期の基本計画策定時
には、目標の設定と併せて、それらをモニタリングする指標についても検討する
ことが望ましい。

取り組むべき施策の評価指標に関しては、国だけでなく都道府県がん対策推進計
画においても活用できるよう、公表されている統計データや調査結果等を活用する
ことを基本とすることとしてはどうか。
評価指標の設定に当たっては、各分野の施策の効果を正しく評価できるか、という

観点にも留意することとしてはどうか。
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第85回（2022/11/11）がん対策推進協議会資料より



 アウトプットは実施者が
したことであり、アウトカ
ムは対象者に起こった
変化である。

 出資者は、単に実施者
が何をしたのかではなく、
実施者によってどんな
変化がもたらされたの
かを知りたい。

第81回（2022/9/5）がん対策推進協議会資料より一部改変
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第81回（2022/9/5）がん対策推進協議会資料より
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第81回（2022/9/5）がん対策推進協議会資料より
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がん対策推進（基本）計画における
ロジックモデル作成の目的

1. 構成を図示して、全体像を把握する。

2. アウトカムを共通認識として共有する。

3. 個別施策とアウトカム（中間、分野別、最終）のつながり
を確認することにより、個別施策の適切さを検討する。

4. 指標を設定して、評価につなげる。
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目標に到達するために
ロジックモデルにより施策自体をきめる
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最終目標
/アウトカム

中間目標
/アウトカム

個々の
施策・活動

構造

インプット
（資源投入）

指標

アウトプット
（活動量）

アウトカム
（成果）

何を整備したのか

• 病院の数

• 専門医の数

• 専門看護師の数

• 機器の充足度

• マニュアルの整備

どんな活動をしたか

• 研修会の開催数

• 相談支援の件数

• キャンサーボード
の開催数

• サロンの開催数

• PDCAの実施

患者・住民に

何がもたらされたか

• 死亡者の減少

• 住民の満足度

• 療養生活の向上

• 安心の向上

医療がどう変化したか

• 技術・知識の普及

• 標準医療の普及

• 施設内・間連携の確
保



第85回（2022/11/11）がん対策推進協議会資料より
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第１ 全体目標と分野別目標
• 本基本計画では、第３期基本計画の目標である「がんの克服」を
引き続きの目標とした上で、がん患者を含めた全ての国民がが
んに関する正しい知識を持ち、避けられるがんを防ぐことや、誰も
が、いつでもどこに居ても、様々ながんの病態に応じた、安心か
つ納得できるがん医療や支援を受け、尊厳を持って暮らしていく
ことができるがん対策を推進すること、さらに、こうしたがん対策
を全ての国民とともに進めていくことが重要であるという考えの下、
「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克
服を目指す。」を全体目標とする。また、全体目標の下に、「がん
予防」、「がん医療」及び「がんとの共生」の分野別目標を定め、こ
れらの３本の柱に沿った総合的ながん対策を推進する。
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第１．全体目標と分野別目標

全体目標：「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服
を目指す。」

「がん予防」分野の
分野別目標

がんを知り、がんを予防
すること、 がん検診によ
る早期発見・早期治療を
促すことで、がん罹患率・
がん死亡率の減少を目
指す

「がん医療」分野の
分野別目標

適切な医療を受けられる
体制を充実させることで、
がん生存率の向上・がん
死亡率の減少・全てのが
ん患者及びその家族等の
療養生活の質の向上を目
指す

「がんとの共生」分野の
分野別目標

がんになっても安心し
て生活し、尊厳を持って
生きることのできる地域
共生社会を実現すること
で、全てのがん患者及
びその家族等の療養生
活の質の向上を目指す
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https://www.ncc.go.jp/jp/icc/health-serv/project/040/



抽出数病院の種類

全数都道府県拠点病院
（国がん含む）

国指定 全数地域拠点病院
（特定領域を含む）

全数地域がん診療病院

無作為抽出
50-100施設

上記以外で、院内がん登録
に
参加している施設

国指定
以外
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がん
全体の
約5割

がん
全体の
約7割

カバー率

人数グループ

15名診断時、40歳未満のがん患者

85名診断時、40歳以上のがん患者

5名第2回調査との比較群

5名一部質問を追加した調査票を送付する群

5名がん以外の受診者
国指定施設に限る
国指定以外は別途人数設定

各施設
１１５名（予定）

注１）希少がん等は調査後に院内がん登録情報を用いて分類する予定
注２）各施設での対象人数は予算等で増減する可能性あり

対象者の抽出

施設の抽出

第3回患者体験調査



第４期がん対策推進基本計画（令和５年３月閣議決定）分野別施策の概要
１．がん予防

（１）一次予防
• 「次期国民健康運動づくり運動プラン」に沿った取組の推進
•拠点病院等から地域へのがん予防に関する普及啓発
•ＨＰＶワクチンに係る正しい理解の促進と接種勧奨及びキャッチアップ接種の実施と適切
な情報提供、科学的根拠に基づく子宮頸がん対策の推進

（２）二次予防（がん検診）
• より正確かつ精緻に個人単位で受診率を把握する仕組みの検討
• 科学的かつ効果的な受診勧奨策の推進
• 全ての国民が受診しやすい環境の整備
• がん検診の意義及び必要性の普及啓発
• 職域におけるがん検診の実施状況の把握、がん検診全体の制度設計について検討
• 精密検査受診率の低い市町村の実態把握、都道府県による指導・助言等の取組推進
• 指針に基づかないがん検診の効果検証の方法、関係学会や企業等とのマッチングを 促

進する仕組みの検討、組織型検診（※）の構築

第88回がん対策推進協議会資料より改変
（※）「組織型検診」は、統一されたプログラムのもと、適格な対象集団を特定し、

対象者を個別に勧奨する検診
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がんの1次予防 最終アウトカム分野別アウトカム中間アウトカム個別施策＞アウトプット指標

生活習慣について

感染症対策について
（HPV）

感染症対策について
（肝炎）

感染症対策について
（HTLV-1）

その他


